
 

 
 

出店日時：令和５年８月１９日(土)（雨天中止） 

１６時００分～２１時３０分 

場  所：西山ふるさと公苑 駐車場 

出店条件：❀グループ（個人）、または事業所等の出店であること。 

禁止事項：❀法令等に違反するもの、公序良俗に反するもの、 

またはそのおそれがあること。 

出 店 料：❀テント出店（電気・照明設備有り） 

１区画(２.５ｍ×２.５ｍ) ３，０００円 

       ❀テント出店（電気・照明設備・水道設備無し） 

１区画(２.５ｍ×２.５ｍ) ２，０００円 
❀キッチンカー等の車両出店（電気・照明設備・水道設備無し） 
１区画(５ｍ×２ｍ)    ２，０００円 

※ 飲食販売の出店をご検討の方へ 

・飲食関係等の出店販売は許可が必要です。許可申請に関する費用は出店者の負担です。

（臨時食品営業許可申請 … 県収入証紙4,000円、検便 … １検体1,200円） 

・保健所の許可が必要な売店につきましては、売店事務局で許可申請書の提出を代行い

たしますが、許可申請の責任者は各出店者です。 

・食品事故について実行委員会では一切責任を負いません。食品営業賠償共済等にご加

入ください。（共済期間３ヵ月1,700円） 

申込期限：６月２６日（月）（先着２０店舗、車両出店は５区画程度） 

申込方法：出店申込書に必要事項をご記入の上、売店部会事務局（柏崎市商工会）に 

お申込みください。申込書は柏崎市のＨＰに掲載します。 

そ の 他：今年の草生水まつりは、実行委員会でテントの用意はありません。場所のみ

の提供になりますので、出店時に必要なテント、机およびイス等の備品は

出店者にてご準備ください。机とイスは、有料にて貸出しいたします。 

まつりが中止となった場合の補償は致しません。 

草生水まつり実行委員会  

出店申込先（売店部会事務局）  柏崎市商工会（担当：前澤）：☎ 0257-47-2086 


